
２００５年５月２２日、多賀城市内において、多数の高校生が死傷した飲酒事故
が発生しました。この事故を契機に「飲酒運転根絶」の機運が高まり、様々な活動
や対策が行われたことなどにより、飲酒運転は減少傾向にありますが、昨年（令和
７年）宮城県内では、飲酒運転事故が３２件発生し、３８人の方が負傷しています。

◇ 「飲酒運転をする人の考え方（思考）」
リスクはない

発覚しなければよい

仕方がない

飲酒運転による代償は大きい！

◯ 取り返しのつかない悲惨な結果
飲酒運転で交通事故を起こした場合
・ 交通刑務所に収監される場合も
・ 多額の賠償金
・ 勤め先を解雇されるなど社会的地位の損失する
・ 家庭が崩壊する場合も

☆ 飲酒運転をした本人以外の家族も不幸になる

◇ 飲酒運転の罰則等

違 反 種 別 罰 則 違反点数 行政処分

５年以下の拘禁刑 又は 免許取消し
酒酔い運転 35 点

100 万円以下の罰金 欠格期間３年

３年以下の拘禁刑 又は 免許取消し
酒気帯び運転 0.25mg 以上 25 点

50 万円以下の罰金 欠格期間２年
(呼気１リットル中
のアルコール濃度) 0.15mg 以上 免許停止

同 上 13 点
0.25mg 未満 停止期間 90 日

※行政処分については、前歴及び累積点数がない場合
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